
目

次

訓

令

○
青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
一

告

示

○
文
書
記
号
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
二

公
安
委
員
会

○
青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
総

務

課
）
…
四

公
営
企
業

○
青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqq（
整
備
企
画
課
）
…
五

○
青
森
県
公
営
企
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
八
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
イ
中
「
第
二
十
八
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
八
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改

め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
課
長
」
の
下
に
「
（
知
事
公
室
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
総
務
学
事
課
長
」
を
「
総
務
文
書
課
長
」
に
改
め
、
同
条
中
「
総
務
学
事

課
長
」
を
「
総
務
文
書
課
長
」
に
改
め
、
「
の
課
」
の
下
に
「
（
知
事
公
室
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
二
項
中
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号
を
第
七
号
と

し
、
第
十
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

知
事
公
室
長
印

第
九
条
第
二
項
中
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

第
十
三
条
の
表
知
事
印
、
知
事
職
務
代
理
者
印
、
副
知
事
印
、
総
務
部
長
印
、
県
印
の
項
中
「
総

務
学
事
課
長
」
を
「
総
務
文
書
課
長
」
に
改
め
、
同
表
部
長
印
（
総
務
部
長
印
を
除
く
。
）
、
危
機

管
理
局
長
印
、
観
光
国
際
戦
略
局
長
印
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長
印
、
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
局
長

印
、
出
納
局
長
印
の
項
中
「
、
観
光
国
際
戦
略
局
長
印
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長
印
」
を
削

り
、
「
第
十
六
条
の
五
」
を
「
第
十
六
条
の
三
」
に
改
め
、
同
表
課
長
印
の
項
中
「
課
長
印
」
を

「
知
事
公
室
長
印
、
課
長
印
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
第
一
項
中
「
総
務
学
事
課
長
」
を
「
総
務
文
書
課

長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
見
出
し
中
「
総
務
学
事
課
」
を
「
総
務
文
書
課
」
に
改
め
、
同
条
中
「
総
務
学
事

課
に
」
を
「
総
務
文
書
課
に
」
に
、
「
総
務
学
事
課
長
」
を
「
総
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
中
「
総
務
学
事
課
」
を
「
総
務
文
書
課
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
総

務
学
事
課
長
は
」
を
「
総
務
文
書
課
長
は
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
号
１
⑴
中
「
秘
書
課
長
」
を

「
知
事
公
室
長
」
に
改
め
、
同
１
⑶
中
「
、
観
光
国
際
戦
略
局
長
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長
」

を
削
り
、
「
財
政
課
」
を
「
人
事
課
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
同
条
第
二
項

青
森
県
報
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中
「
総
務
学
事
課
長
」
を
「
総
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
総
務
学
事
課
長
」
を
「
総
務
文
書
課
長
」
に
改

め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
、
観
光
国
際
戦
略
局
長
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長
」
を
削
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
秘
書
課
」
を
「
知
事
公
室
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
総
務
学
事
課
」
を
「
総
務
文
書
課
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
総
務
学
事
課
長
」
を
「
総
務
文
書
課
長
」
に
、
「
総
務
学
事
課
に
」
を

「
総
務
文
書
課
に
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
第
三
項
中
「
総
務
学

事
課
長
」
を
「
総
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
総
務
学
事
課
長
」
を
「
総
務
文
書
課
長
」
に
、
「
総
務
学
事
課
に
」
を

「
総
務
文
書
課
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
学
事
課
」
を
「
総
務
文
書
課
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
総
務
学
事
課
長
」
を
「
総
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
総
務
学
事
課
」
を
「
総
務
文
書
課
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
の
表
中
「
総
務
学
事
課
長
」
を
「
総
務
文
書
課
長
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
の
表
中
「
総
務
学
事
課
長
」
を
「
総
務
文
書
課
長
」
に
、
「
総
務
学
事
課
に
」
を

「
総
務
文
書
課
に
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
の
表
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
九
十
八
条
中
「
総
務
学
事
課
長
」
を
「
総
務
文
書

課
長
」
に
改
め
る
。

「

別
表
第
一
の
１
⑴
イ
中

を
」

「

に
改
め
、
同
表
の
２
の
表
中

」

「

を
」

「

に
、

」

「水
産

局
長

印
２
４

」
を
「水

産
局

長
印

２
４

知
事

公
室

長
印
２
１

」
に

改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「総

務
学
事
課
長

」
を
「総

務
文
書
課
長

」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「総

務
学
事
課
用

」
を
「総

務
文
書
課
用

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
九
十
九
号

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
七
百
十
二
号
（
文
書
記
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

１
の
表
財
政
課
の
項
を
削
り
、
同
表
秘
書
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

知
事
公
室

青
知

１
の
表
総
務
学
事
課
の
項
中
「総

務
学
事
課

」
を
「総

務
文
書
課

」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

広
報
広
聴
課

青
広

財
政
課

青
財

１
の
表
工
事
検
査
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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青
森

県
○

○
部

○
○
局
長
印

青
森

県
○

○
部

○
○
局
長
印

青
森

県
総

務
部

知
事
公
室
長
印

危
機
管
理
局
長
印

２
４

観
光
国
際
戦
略
局
長
印
２
４

エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長
印
２
４

危
機
管
理
局
長
印

２
４



総
合
政
策
課

青
総
政

１
の
表
企
画
調
整
課
の
項
か
ら
地
域
活
力
振
興
課
の
項
ま
で
及
び
広
報
広
聴
課
の
項
を
削
り
、
同

表
統
計
分
析
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
ど
も
み
ら
い
課

青
こ

若
者
定
着
還
流
促
進
課

青
若
定

県
民
活
躍
推
進
課

青
県
活

地
域
交
通
・
連
携
課

青
交
連

鉄
道
対
策
課

青
鉄

地
域
生
活
文
化
課

青
地
文

１
の
表
県
民
生
活
文
化
課
の
項
及
び
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
の
項
を
削
り
、
同
表
自
然
保
護

課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
振
興
課

青
エ
開

原
子
力
立
地
対
策
課

青
原
立

健
康
医
療
福
祉
政
策
課

青
健
医
福

１
の
表
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
及
び
こ
ど
も
み
ら
い
課
の
項
を
削
り
、
同
表
障
害
福
祉
課
の
項
中

「障
害
福
祉
課

」
を
「障

が
い
福
祉
課

」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

経
済
産
業
政
策
課

青
経
産

地
域
企
業
支
援
課

青
企
支

企
業
立
地
・
創
出
課

青
立
創

産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
課

青
産
イ

観
光
政
策
課

青
観

誘
客
交
流
課

青
誘
客

県
産
品
販
売
・
輸
出
促
進
課

青
販
輸

１
の
表
商
工
政
策
課
の
項
か
ら
労
政
・
能
力
開
発
課
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
農
林
水
産
政
策
課

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

食
ブ
ラ
ン
ド
・
流
通
推
進
課

青
食
流

１
の
表
総
合
販
売
戦
略
課
の
項
、
食
の
安
全
・
安
心
推
進
課
の
項
及
び
観
光
企
画
課
の
項
か
ら
原

子
力
立
地
対
策
課
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
施
設
調
整
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

障
ス
ポ
課

青
障
ス

２
の
表
東
青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
青
森
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
及
び
東
青
地
域
県
民
局

地
域
整
備
部
駒
込
ダ
ム
建
設
所
の
項
を
削
り
、
同
表
西
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
つ
が
る
家

畜
保
健
衛
生
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

西
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
つ
が
る
広
域
家
畜
保
健
衛
生
所

西
つ
広
家
保

２
の
表
上
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
十
和
田
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。上

北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所

上
中
家
保

２
の
表
青
森
県
東
京
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
青
森
県
公
文
書
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

青
森
県
東
京
事
務
所

青
東

青
森
県
中
央
児
童
相
談
所

青
児
相

青
森
県
弘
前
児
童
相
談
所

弘
児
相

青
森
県
八
戸
児
童
相
談
所

八
児
相

青
森
県
五
所
川
原
児
童
相
談
所

五
児
相

青
森
県
む
つ
児
童
相
談
所

む
児
相

青
森
県
七
戸
児
童
相
談
所

七
児
相

青
森
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

青
女
相

青
森
県
立
子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い

青
子
み

２
の
表
青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
支
援
東
京
連
絡
事
務
所

青
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
東
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２
の
表
上
北
地
方
福
祉
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

青
森
県
衛
生
研
究
所

青
衛
研

２
の
表
青
森
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

青
森
県
食
肉
衛
生
検
査
所

青
食
衛

青
森
県
食
肉
衛
生
検
査
所
三
沢
支
所

青
食
衛
三
支

青
森
県
食
肉
衛
生
検
査
所
お
い
ら
せ
支
所

青
食
衛
お
支

２
の
表
十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
の
項
か
ら
青
森
県
立
子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い
の
項
ま
で

を
削
り
、
同
表
青
森
県
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「青

森
県
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー

」
を
「青

森
県
障
が
い
者
相
談
セ
ン
タ
ー

」
に
改
め
、
同
表
青
森
県
大
阪
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
か
ら
青
森
県
福

岡
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
障
害
者
職
業
訓
練
校
の
項
中
「青

森
県
立
障

害
者
職
業
訓
練
校

」
を
「青

森
県
立
障
が
い
者
職
業
訓
練
校

」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

青
森
県
大
阪
情
報
セ
ン
タ
ー

青
大

青
森
県
名
古
屋
情
報
セ
ン
タ
ー

青
名

青
森
県
福
岡
情
報
セ
ン
タ
ー

青
福

青
森
県
立
美
術
館

青
美

青
森
県
営
農
大
学
校

青
営
大

２
の
表
青
森
県
営
農
大
学
校
の
項
、
青
森
県
立
美
術
館
の
項
及
び
青
森
県
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
支
援
東
京
連

絡
事
務
所
の
項
を
削
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
（
平
成
二
十
六
年
三
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

三

特
定
歴
史
公
文
書

歴
史
公
文
書
の

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ

公
文
書
セ
ン
タ
ー
（
青
森
県
行
政

組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
二
月
青

森
県
規
則
第
十
八
号
）
第
二
十
八
条

第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
文
書

セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
移
管
さ
れ
た
も
の
及
び
特
定
保
存

し
て
い
る
も
の

ロ

﹇
略
﹈

四

﹇
略
﹈

（
定
義
）

第
二
条

﹇
同
上
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

﹇
同
上
﹈

イ

公
文
書
セ
ン
タ
ー
（
青
森
県
行
政

組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
二
月
青

森
県
規
則
第
十
八
号
）
第
二
十
八
条

第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
公
文
書

セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
移
管
さ
れ
た
も
の
及
び
特
定
保
存

し
て
い
る
も
の

ロ

﹇
同
上
﹈

四

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業
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青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
四
第
一
項
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
一

生
後
満
一
年
六
月
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
職
員
が
申
し
出
た
場
合

一
日
二
回
そ
れ
ぞ

れ
六
十
分
以
内
の
申
し
出
た
期
間
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当

該
職
員
が
こ
の
号
の
休
暇
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
に
お
け
る
こ
の
号
の
休
暇
（
こ
れ
に
相
当

す
る
休
暇
を
含
む
。
）
を
承
認
さ
れ
、
又
は
労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
同
日
に

お
け
る
育
児
時
間
（
他
の
法
律
等
の
規
定
に
よ
る
こ
れ
に
相
当
す
る
時
間
を
含
む
。
）
を
請
求

し
た
場
合
は
、
一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
六
十
分
か
ら
当
該
承
認
又
は
請
求
に
係
る
各
回
ご
と
の
期

間
を
差
し
引
い
た
期
間
を
超
え
な
い
期
間
）

第
六
条
の
四
第
一
項
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
中
「
妻
」
を
「
配
偶
者
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五

号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
十
九
号
中
「
四
日
」
を
「
五
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

青
森
県
公
営
企
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
公
営
企
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
文
書
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
第
六
項
中
「
第
二
十
八
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
八
条
第
四
項
第
一
号
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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